
                   
 

新千年期における 
躍動的で永続的な日本とＡＳＥＡＮのパートナーシップのための 

東京宣言 
（仮訳） 

 
 
我々、日本国及び東南アジア諸国連合の加盟国首脳は、日・ＡＳＥＡＮ特別首脳会議の
ために、２００３年１２月１１日及び１２日、日本の東京に参集し、我々の諸国が、こ
れまで３０年以上にわたり緊密な協力関係を醸成し、この地域の平和、安定、発展及び
繁栄に貢献してきたことに、深い満足の意をもって留意し、 
 
政治安全保障、経済、社会及び文化並びに開発協力の分野にわたり、日本とＡＳＥＡＮ
の関係で得られた著しい進展に鼓舞し、 
 
パートナーシップ、オーナーシップの共有、相互尊重及び相互利益など、我々の関係を
導いてきた諸原則を再確認し、 
 
特に、過去１０年間の日本のＡＳＥＡＮに対するＯＤＡは、日本がＡＳＥＡＮを特別に
重視してきたことを反映して、二国間ＯＤＡ総額の約３０％に相当し、日本のＯＤＡの
最大部分を構成してきたなど、日本がこれまで３０年間にわたりＡＳＥＡＮ諸国の経済
発展及び繁栄に重要な貢献を果たしてきたことに感謝し、 
 
アジアの豊かな伝統と価値観は、千年期の機会を活用し、その課題に対処しようとする
我々の決然たる努力を結集させる上で重要であることを認識し、 
 
日本国民及び東南アジア諸国民の間に、相互の信頼と尊重に裏打ちされて育まれてきた
「心と心のふれあい」は、未来の我々の関係の礎となる「共に歩み共に進む」パートナ
ーシップへ発展してきたことを確信し、 
 
日本とＡＳＥＡＮは、地域の平和、安定及び繁栄を確保するため、その戦略的パートナ
ーシップの下で協力を深化させ、拡大させつづけることを決意し、 
 

「１９７７年８月７日付けのクアラ・ルンプールにおける日本国総理大臣とＡＳＥＡ
Ｎ首脳との会談共同声明」及び「１９９７年１２月１６日付けのクアラ・ルンプールに
おける日本国総理大臣とＡＳＥＡＮ加盟国首脳との会談共同声明」が、包括的な日本と
ＡＳＥＡＮの協力のために基礎を築き、２１世紀においてこのパートナーシップを更
に進展させるべきであるとの決意を強固にさせたことを想起し、 

 

障壁を最小化し、経済的連繋を深化させ、商取引費用を引き下げ、域内の貿易及び投
資を増加させ、経済効率を改善し、日本とＡＳＥＡＮ双方の企業のために更に多くの
機会と更に大きな規模の経済を伴う一層大きな市場を創設し、資本と人材を惹きつけ
る我々の魅力を高めるため、２００２年１１月５日にプノンペンで署名した「包括的経
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済連携に関する日本とＡＳＥＡＮ諸国の首脳の共同宣言」及び２００３年１０月８日に
バリにおいて署名した「包括的経済連携に関する日本国とＡＳＥＡＮの間の枠組み」を
考慮し、 

 
ＡＳＥＡＮビジョン２０２０の実現を促進し、躍動的でより深い日ＡＳＥＡＮ協力を
推進するため、２００２年１０月のハノイ行動計画に関する日本ＡＳＥＡＮ協議会に
よるビジョン２０２０に向けた提言を伴う最終報告に留意し、 
 
ＡＳＥＡＮ安全保障共同体、ＡＳＥＡＮ経済共同体及びＡＳＥＡＮ社会・文化共同体
から成る一層統合されたＡＳＥＡＮ共同体の形成を導く、２００３年１０月７日にバ
リで署名された第二ＡＳＥＡＮ協和宣言の実施に対し、全面的な支持を与えることに
再度言及し、 
 
東南アジアにおける相互の信頼、平和及び安定をより強化することとなる、東南アジア
における友好協力条約への日本の加入の意図及びその他のＡＳＥＡＮ対話国による加
入を歓迎し、 
 
全ての人々の幸福のため、対話国及び世界の他の諸国とのパートナーシップや連繋を進
め、強め、深めるという点において、日本とＡＳＥＡＮとの関係は、前向きで行動指向
であることを再確認し、 
 
ここに以下を採択する。 
 
 
1.   基本原則と価値観 

 
• 日本とＡＳＥＡＮは、相互の関係、自然な経済的補完性、及び、人々の更なる接
触と交流に向けての願望を含む社会的文化的親近性を、更に深化させ拡大する。 

 
• 日本とＡＳＥＡＮは、緊密な協議と、国連憲章及び国際法に定められた諸原則の
遵守を通じて、両者の協力を強化し、国家主権及び領土保全の尊重、武力の行使
又は武力による威嚇の放棄、紛争の平和的解決並びに不干渉等の東南アジア友好
協力条約の目的、原則及び精神を賞賛する。 
 

• 日本とＡＳＥＡＮは、国々及び人々が、相互に、また、世界全体との関係におい
て、公正で、民主的で、かつ調和された環境のうちに、平和裡に生存する東アジ
ア地域の創設に貢献する。 

 
• 日本とＡＳＥＡＮは、法の支配及び正義の尊重、開放性、国連憲章、世界人権宣
言、ウィーン宣言及び行動計画に基づく全ての人々の人権及び基本的自由の擁護
及び促進、文化及び文明に対する相互理解の促進並びに市場経済の相互利益の拡
大を含む、共通のビジョン及び原則を醸成する。 

 
• 日本は、ＡＳＥＡＮ共同体を実現する努力に際し、開発援助及び支援プログラム
を通じて、ＡＳＥＡＮの経済発展及び統合努力に高い優先度を与える。 
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• 日本とＡＳＥＡＮは、地域内及び異なる地域間の枠組み、特に、ＡＳＥＡＮ＋３
プロセス、ＡＳＥＡＮ地域フォーラム（ＡＲＦ）、アジア協力対話（ＡＣＤ）、ア
ジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）、アジア欧州会合（ＡＳＥＭ）、東アジア・ラテ
ンアメリカ協力（ＦＥＡＬＡＣ）及び東南アジア地域内の小地域協力計画の進展
を、共同して推進する。 

 
• 日本とＡＳＥＡＮは、平等、相互尊重及び相互利益に基づく両者の特別の関係を
考慮して、地域の課題及び世界の課題に取り組む。 

 
 
2.   行動のための共通戦略 
 
日本とＡＳＥＡＮは、以下の分野において、共同行動のための共通戦略を、迅速にかつ
実体的に実施するため、それらの全体の能力を活用する。 
 
（１）包括的経済連携及び金融財政協力の強化 

 
• 相互主義、透明性及び相互利益の原則に留意しつつ、「包括的経済連携構想に関
する日本とＡＳＥＡＮ諸国の首脳の共同宣言」に基づき、経済面での連繋と統合
を強化することにより、それら諸国の経済連携を増強する。 

 
• 二国間及び地域的な取り組みを実施する。即ち、いずれのＡＳＥＡＮ加盟国も日
本との間で二国間の経済連携を構築することが出来る。また、ＡＳＥＡＮ新加盟
諸国による完了には追加的に５年間延長することを含め、ＡＳＥＡＮ諸国に対す
る特別かつ異なった待遇を許容するとともに、日本及びＡＳＥＡＮ加盟国それぞ
れの経済発展の度合い及び機微な分野を考慮し、２０１２年までに包括的経済連
携の枠組みに記された措置を実施することを通じて、包括的経済連携の実現を探
る。 

 
• 市場の開放や拡大、貿易に対する技術的な障壁を含む非関税障壁の漸進的撤廃、
産業界のために規模の経済を可能とすること、並びに基準認証及び相互承認取決
めに関する協力の強化等を通じて、物品及びサービスの貿易に対し、更に大きな
機会を提供する。 
 

• 貿易関連投資の手続き及び貿易投資促進円滑化の措置を向上させ、貿易投資政策
及びビジネス対話を実施し、ビジネス環境を改善し、ビジネスマンや熟練労働者
の移動を円滑化し、基準認証について協力し、その他経済面での連繋強化のため
の措置をとることを通じて、透明で自由な投資制度を創設する。 
 

• 資本市場の開発、資本勘定の自由化、通貨分野での協力など、金融財政協力を醸
成し強化する。 
 

• 相互に利益をもたらす幅広い分野、特に、研究開発を含む科学技術分野、安全で
効率的な交通網の確保を含む産業諸分野及び観光分野において協力を醸成する。 
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• 相互に利益をもたらす情報通信技術協力計画の実現を通じ、アジアにおける情報
通信網及びその流量の拡大及び深化において協力する。 
 

• 中小企業が物品及びサービスの貿易並びに投資のための市場アクセスを有効に
利用し、ビジネス機会を拡大するため、ＡＳＥＡＮに在る中小企業の能力強化の
ためのプログラムに関して共同で取り組む。 
 

 
(2) 経済発展と繁栄のための基礎の強化 
 
• 経済発展と繁栄の基礎の強化のために共に取り組む。日本は、ＡＳＥＡＮ諸国か
らの実際のニーズに応えて支援を積極的に提供することにより、ＯＤＡ事業にお
いて引き続きＡＳＥＡＮ諸国に優先度を与えていく。ＡＳＥＡＮ諸国が直面する
新たな課題に鑑み、日本の協力が目に見える結果をもたらす主要な問題に取り組
むために、日本は特に人材開発及び関連分野での協力を強化する。 

 
• 協力を強化し、諸事業、特にＡＳＥＡＮ統合イニシアティブ（ＩＡＩ）の下での
事業の実施によるＡＳＥＡＮの統合という目標の実現を支援する。 
 

• 経済的及び社会的発展を促進し、ＡＳＥＡＮの競争力を強化し、生活水準を向上
させるため、メコン地域や東ＡＳＥＡＮ成長地域（BIMP-EAGA）を含む、地域内
及び小地域内の開発を増進することにより、ＡＳＥＡＮ統合に対する支援努力を
強化する。 

 
• 開発は地域統合の強化に貢献するものであり、また環境保全に十分配慮しつつ経
済協力と貿易投資促進とを統合したアプローチにより持続的に経済成長をもた
らすものであるとの共通の認識に基づき、新規ＡＳＥＡＮ加盟国とその他のＡＳ
ＥＡＮ加盟国との間の格差を縮小するため、メコン地域の開発に対する支援と協
力を充実させる。 
 

• 特に人材育成といった能力構築、ＡＳＥＡＮ諸機関の育成及び強化、公衆衛生及
び社会保障の向上並びに技能及び経営ノウハウの指導において、協力の拡大及び
深化を継続する。 
 

• インフラの整備を促進し、産業の基盤を強化し、専門知識及び技術を移転する。 
 

• 技術開発における経済連携及び協力を強化するため、研究開発のための共同の努
力を促進し、先端にある研究を共有するための様式を開発し、知的交流を促進す
る。 

 
• エネルギー安全保障、食糧安全保障及び食品安全について、協力を強化する。 
 

 
 (3) 政治及び安全保障の協力及びパートナーシップの強化 
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• この地域の平和を強固にするため、政治及び安全保障の協力とパートナーシップ
をすべてのレベルにおいて強化するとともに、二国間で、またＡＲＦやその他の
地域的及び国際的な枠組みを通じて、この地域における紛争の平和的解決のため
に共に努力する。 
 

• ＡＲＦ、ＡＳＥＡＮ＋３プロセス、国境を越える犯罪に関するＡＳＥＡＮ＋３大
臣会合その他の地域的及び国際的枠組みを通じ、テロ対策、海賊対策その他の国
境を越える犯罪への対処において協力を強化する。 

 
• 大量破壊兵器とその運搬手段並びにそれらの関連物資の軍縮・不拡散の分野にお
いて、協力を強化する。 
 

 
(4) 人的交流及び人材育成の円滑化及び促進 
 

• 相互の信頼、尊重及びお互いの伝統や価値観に対する理解を基に、若い世代や未
来の指導者の間に一体感を醸成し、それを通じて、人的交流が盛んで、人的資源
の一層の開発が可能となる、思いやりのある社会を構築する。 
 

• 研究機関、大学その他の教育機関の間のネットワーク造りを通じ、教育及び人材
育成面でのパートナーシップ及び相互支援を強化することにより、また人的相互
交流を高めるために青年交流を促進することにより、青年の志や協力的精神を支
援する。 
 

 
(5) 文化及び広報における協力の拡大 
 

• 有形及び無形の文化遺産を鑑定し保存することに関し、また文化的な価値観及び
規範並びに豊かな文化遺産を将来の世代に伝承することに関し協力し、東アジア
に対する誇りを高揚する。 
 

• 公共広報機関、メディアその他の機関間での協力や、日本及びＡＳＥＡＮに関す
る情報を効果的に普及させる上での情報通信技術の一層の活用により、日本及び
ＡＳＥＡＮ並びに両者の立場に対する国際社会の認識と理解とを高める。 
  

 
(6) 東アジアコミュニティのための東アジア協力の深化 
   

• 持続可能な開発及び共通の繁栄という目的を達成するため、ＡＳＥＡＮ＋３プロ
セスは、東アジアにおける協力と地域経済統合のネットワークを促進する重要な
径路であると認識する。 

 
• 普遍的なルールと原則を尊重しつつ、外向的で、豊富な創造性と活力に満ち、相
互理解並びにアジアの伝統と価値を理解する共通の精神を有する東アジアコミ
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ュニティの構築を求める。 
  

 
(7) 地球規模の問題への対処における協力 
 

• 政治的、経済的及び社会的現実の間に強い相互関連性があることを考慮し、また
政治、経済、社会及び文化に及ぶ幅広い側面を持つ総合安全保障という考え方を
受け入れ、テロ対策、大量破壊兵器及びその運搬手段の軍縮・不拡散の強化、国
連平和維持活動における協力の強化、ルールに基づく国際的な枠組みの促進、国
際連合の強化、世界貿易機関（ＷＴＯ）を通じた多角的貿易体制の強化、貧困の
削減及び経済的格差の縮小、環境の保護、防災の促進、人の密入国及び人身取引
への対処、感染症への対処、人間の安全保障の強化、及び南南協力の推進などの
地球規模の問題に対処する上で、積極的に協力する。 

  
 
3. この宣言の実施のための制度的及び資金的措置 
  

• 日本とＡＳＥＡＮは、付属の行動計画に基づき、この宣言の目的を実現するため
に具体的な活動と基幹プロジェクトを実施する。 

  
• 日本とＡＳＥＡＮは、この宣言と行動計画を効果的に調整し実施するため、既存
の資金メカニズムを強化する。 

 
• 行動計画に略述された様々な戦略と措置を達成するために、日本とＡＳＥＡＮは、
効果的かつ革新的な資金動員を互いに模索することを含め、各々の能力と両立さ
せつつ、必要な資源の提供にコミットする。 

     
• この宣言と行動計画の実施に関する進展は、日本・ＡＳＥＡＮ外相会議において
見直され、毎年開催される日本・ＡＳＥＡＮ首脳会議に報告される。 

 
• 行動計画は、この地域と世界における動的な進展を考慮に入れて、定期的に見直
される。 
 

 

２００３年１２月１２日、日本の東京で、英語により二通の正本に署名した。 


